
子育て支援センター
わくわくひろば ℡0967（65）8580

〈お知らせ〉
※都合により、開所日時の変更や、行事予定の変更、中
止の可能性があります。村ホームページ、またはわくわ
くひろば℡0967（65）8580にてご確認ください。

参加の際には、必ず事前予約を!!

　「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さんと保護者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交
換の場です。毎月楽しい行事などを行っております。どなたでも無料で利用できますので、子育てに不安を
感じたとき、一緒に子育てをする友だちが欲しいときなどお
気軽にお越しください。

■開設日時　毎週火～土曜日（祝日は閉所）
　　　　　　午前10時～午後3時
■場　　所　LOOPみなみあそ2階

8月行事予定

4月～6月生まれのお誕生会をしました。
白水保育園のお友達も来て、一緒にお祝いをしてもらい
ました。

※13日（水）～15日（金）は、お盆休みで閉所します。

7日

21日
28日

（木）

（木）
（木）

水遊び（湧沢津水源）（要予約）
※雨天の場合は、わくわくひろばで遊びます。
ミニ夏祭り（要予約）
ママヨガwithベビー（要予約）

〈問い合わせ〉定住促進課 定住促進係　℡0967（67）2705

　地域おこし協力隊とは、地域活性化のための総務省の
外部人材活用制度です。全国で8千人あまりが活躍して
います。隊員は活動地域に移住し、最長3年のあいだ地
域おこし協力隊として地域を学びながら課題解決ミッ
ションに取り組みます。
　そのなかで地域に必要とされる人材に成長し、定住す
ることを期待されます。

定住促進課

■待　　遇：南阿蘇村会計年度任用職員
■拠　　点：村役場、みなみあそ観光局、南阿蘇村農業みらい公社
■勤務時間：月120時間
※運用（任用形態、給与設定や活動費として認められる範囲など）は
　地方自治体ごとに異なります

Vol.232ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

こども110番とは？
　学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴
言その他の不適切な指導や、家庭内における虐待な
ど、こどもをめぐる人権問題は周囲の目につきにく
いところで多く発生しています。また、被害者であ
るこども自身もその被害を外部に訴えるだけの力が
未完成であったり、身近に適切に相談できる大人が
いなかったりする場合が少なくありません。
　「こどもの人権110番」は子どもの発するSOS信号

をいち早くキャッチし、その解決に導くための相談
を受け付ける専用電話です。
　熊本地方法務局および県人権擁護委員連合会では、
こどもたちからの相談のほか、こどもに関する相談
を専門に受け付ける「『こどもの人権相談』強化週間
を実施します。
　いじめや体罰、虐待などの相談に人権擁護委員と
法務局の職員が応じます。
　相談内容についての秘密は厳守されます。

期　間：8月27日（水）から9月2日（火）までの7日間
時　間：平日 午前8時30分から午後7時まで　土日 午前10時から午後5時まで
　　　　☎0120-007-110（全国共通・無料）
相談員：法務局職員および人権擁護委員

　なお、熊本地方法務局では、この期間以外にも、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで、
同じ専用相談電話で相談に応じています。

『こどもの人権相談』強化週間～ひとりじゃないよ　一緒に考えよう～

Vol.73南阿蘇村

南阿蘇村では20人が活動中！

地域おこし協力隊って？

地域おこし協力隊 制度図

南阿蘇村の地域おこし協力隊 6つのプロジェクトが展開中

南阿蘇村の地域おこし協力隊運用

•移住・定住促進：村内の空き家活用と移住者増による地域活性化をはかる

企画観光課 •地域経営組織推進：アクティビティセンター勤務。観光案内イベントの企画運営を実施

農政課

•有機農業推進：「風景をつくるごはん」をテーマに、有機農業を推進
•そば振興：南阿蘇村産そばの、生産から販売までを総合的にプロデュース
•新規就農：耕作放棄地の活用を通して農業を学び、退任後の就農を目指す
•ジビエ活用による有害鳥獣対策：鳥獣害対策活動と併せて、食肉や革製品活用を模索

総務省が管轄し、
給与と活動経費は
国の特別交付税で
まかなわれます

のべ53人が活動
定住率7.6割
※全国平均6.8割

任期後の仕事
・起業
・就農　・就業

（ ）飲食、宿泊、
フォトグラファーetc.
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